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(57)【要約】
　腐食に対して抵抗性でない材料から作られ、そして内
側壁が少なくとも一時的に腐食性及び研磨性ガス－蒸気
混合物を含みそしてガス－蒸気混合物バリヤにより酸腐
食から保護された技術設備の支持構造体。このバリヤは
耐火性層(6)と高度に断熱性の層(7)との間に置かれるか
、或いは耐火性層(6)若しくは断熱層(7)と一体化されて
いる。ガス－蒸気混合物が断熱層(7)を通って支持構造
体の内側壁まで浸透するのを機械的に保護すると、断熱
材料を明らかに熱伝導率が低い材料から選ぶことが可能
となり、従って支持構造体の外側の温度を下げることが
でき、エネルギー消費が低減され、そして業務上の安全
性が改善される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腐食に対して抵抗性でなくそして、少なくとも一時的に腐食性及び／又は研磨性ガス－
蒸気混合物を含む内側空間を形成する支持構造体であって、そしてその内側壁上に層(7)
が該支持構造体と耐火性層(6)との間に取り付けられ、該層(7)は断熱材料から作られ、そ
して該耐火性皮膜と共に多層化内側絶縁システムを形成する上記支持構造体を含む技術設
備において、該多層化内側絶縁システムがガス－蒸気混合物バリヤ(10)を含むことを特徴
とする技術設備。
【請求項２】
　好ましくは下記の群：動力プラント内の熱送風バルブ、バーナーバリヤバルブ、バリヤ
及びスロットルバルブ、傾斜逆止弁及び三方レバーバルブ、熱暴露された単一若しくはニ
重プレートバルブ、熱暴露されたゲートバルブ、高炉ストーブ、高炉パイプ、又は排気パ
イプから選ばれる、請求項１記載の技術設備。
【請求項３】
　高温ガス状媒体用のバリヤ装置、特に高炉ストーブから高炉に導く熱ガスパイプ用のバ
リヤとして使用するためのバリヤ装置であって、可動性バリヤ装置(3)が内部に取り付け
られそして冷却媒体により冷却されるハウジング(1)を含む支持構造体を含み、ここで該
熱ガスと接触するようになる全表面は部分的に耐火性皮膜(6)で被覆されているバリヤ装
置において、ガス－蒸気混合物バリヤ(10)が該支持構造体の内側に取り付けられているこ
とを特徴とするバリヤ装置。
【請求項４】
　上記ガス－蒸気混合物バリヤ(10)が、択一的に
(a)例えば耐火性コンクリート、軽量耐火性コンクリート、耐火性石又は蛭石表面を有す
る断熱ボードから作られた耐火性裏張り若しくは耐火性皮膜(6)と、断熱材(7)との間に取
り付けられている、
(b)多層化構造の耐火性裏張り(6)に一体化されている、そして／又は
(c)多層化構造の断熱材(7)内に一体化されている
ことができることを特徴とする、請求項３記載のバリヤ装置。
【請求項５】
　高断熱材(7)の断熱材料が低熱伝導性であり、そして粉末フィラメント混合物を、100℃
から500℃の温度範囲で好ましくはλ ＜ 0.01 W/m.Kからλ ＜ 0.016 W/m.Kの熱伝導率を
有する固体パネル、ブロック又はガラス布にプレスしたものであることを特徴とする、請
求項３又は４記載のバリヤ装置。
【請求項６】
　上記フィラメントが真空排気されていることを特徴とする、請求項５記載のバリヤ装置
。
【請求項７】
　ガス－蒸気混合物バリヤ(10)が、択一的に、
(d)金属
(e)非金属、又は
(f)真空スリーブ
を含むことを特徴とする、請求項３ないし６のいずれか１記載のバリヤ装置。
【請求項８】
　少なくとも１つの耐火性層(6)及び１つの断熱層(7)を含む多層化内側絶縁システム用の
固定システムであって、該多層化内側絶縁システムが腐食に対して抵抗性でない材料から
作られた支持構造体の内側に取り付けられた該固定システムにおいて；該固定システムが
金属固定ピンにねじ込まれ又はバヨネットピンに結ばれ、そして鋼シート被覆物構造体に
該固定ピン又はバヨネットピンでつながれたセラミック延長ひも(9)を含み、該セラミッ
ク延長ひもは鋼シート被覆物構造体と反対側に断熱材(7)用の材料を有し、該延長ひもの
脚部は断熱材(7)に使用される材料から作られ、該脚部の残りの部分は耐火性皮膜(6)を固
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定するように設計されていることを特徴とする固定システム。
【請求項９】
　少なくとも１つの耐火性層(6)及び１つの断熱層(7)を含む多層化内側絶縁システム用の
固定システムであって、該多層化内側絶縁システムが腐食に対して抵抗性でない材料から
作られた支持構造体の内側に取り付けられた該固定システムにおいて；セラミック組立て
クリップが
－固定に使用される側と反対側に、コンクリート層との固定した連結に適した形状、好ま
しくはつめの形状を有し、
－該支持構造体上の対応する凹みに留めることができ、そして
－固定継手により該支持構造体に連結されている
ことを特徴とする固定システム。
【請求項１０】
　ガス－蒸気混合物バリヤ(10)中のセラミック延長ひも(9)若しくはセラミック組立てク
リップの開口部にシールが取り付けられていることを特徴とする、請求項８又は９に記載
の固定システム。
【請求項１１】
　液体により冷却され、冷却液体の流入及び流出用の各々に１つのパイプを含むバリヤ装
置、好ましくはバルブ(3)、を含む技術設備において、両パイプがパイプ－イン－パイプ
構造で取り付けられ、そして断熱材(13)が２つのパイプ(11,12,15)の間に取り付けられて
いることを特徴とする技術設備。
【請求項１２】
　バリヤ装置(3)が可動に取り付けられ、そして１つの開口部を冷却剤の流入用にそして
１つの開口部を冷却剤の流出用に含む内側空間を請求項１１記載の技術設備において：ベ
ロウ(14)がパイプ－イン－パイプ構造体用の開口部に取り付けられていることを特徴とす
る請求項１１記載の技術設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、技術設備の金属製壁に損傷を引き起こす気体状腐食性媒体の高温凝縮物が形
成される熱い送風管(blast pipes)及び熱い送風バルブ(blast valves)を含む高炉ストー
ブ(blast furnace stoves)のような技術設備に関する。本発明は特に、高炉ストーブから
高炉に導く熱ガス管用のバリヤとして使用されるバリヤ装置(barrier device)であって、
該バリヤ装置は冷却媒体で冷却される密閉シートを取り付けたハウジングと、該ハウジン
グの内部で可動で且つ冷却媒体で冷却されるバリア要素を含み、ハウジングバルブシール
と該バリヤ装置上の封鎖表面とを除いた熱ガスと接触する全ての表面が耐火性皮膜で被覆
された、高温ガス媒体用のバリヤ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、冷却されずそして熱ガスと接触するバリヤ装置の全表面に、耐火性皮膜
と金属構造体との間に補助の高度に断熱性の材料を設けて、酸腐食による磨耗を実質的に
除くことを開示している。
【０００３】
　鋼製シート被覆物（cladding）の内部壁上の酸腐食は、湿った空気の凝縮により形成さ
れ、そしてそれが流通する高炉ストーブ、熱い送風管及び熱い送風バルブの領域からの気
体状の汚染物質を含む腐食性液体により引き起こされる。これらの化学的原因に加えて、
高温及び温度の変動に関係する熱的影響もあり、これらは腐食を引き起こすか又は促進す
る。これの原因は例えば次の通りである：
－空気からの分子状窒素の窒素酸化物NOxへの酸化、
－化学腐食工程の反応速度の増加、
－拡散から生じる反応体及び反応生成物の分子輸送の増大、
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－受動層（passive layers）の劣化及び機械的歪抵抗の減少、
－腐食性液体の露点未満及び露点より高温での凝縮物の形成。
【０００４】
　水蒸気は常に高炉ストーブ、熱い送風管及び熱い送風バルブ内に存在する。加熱工程中
、水蒸気は主として燃焼生成物から生じ、一方、熱送風工程中は水蒸気は湿った空気から
生じる。水蒸気は、耐火性コンクリートのような耐火性ライニング中の溝及び微小な割れ
目を浸透し、また鋼シート被覆物の内壁上の多孔性耐火性石及び鉱物繊維ボード若しくは
耐火性ライニングから作られた補助的絶縁材内の微小なチャンネルをも浸透する。鋼シー
ト被覆物の温度が露点より低いと、液体水の汚染された凝縮物が形成するであろう。汚染
物質を含む凝縮物は鋼シート被覆物に対して腐食を引き起こし、従って損傷を与える。従
来技術は、例えば外側と内側の絶縁、二重被覆材の刷新、高度に合金化した鋼の使用を用
いることによりそしてドーム温度を下げることにより、腐食を避ける方法を開示する。更
に、高炉ストーブの鋼シート被覆物に低合金鋼16Mo3を使用することも推奨された。しか
しながら、過去の経験は、損傷は外部絶縁材と高度合金化鋼の両方を使用することにより
確実に防止できることを明らかに示す。内部絶縁もまたこれまで良い結果を示した。
【０００５】
　外部及び内部絶縁は鋼シート被覆物温度を露点より高く維持するのに役立ち、このよう
にして凝縮物、従って腐食性液体の形成を防止する。しかしながら、露点温度は、熱力学
的には２元ガス混合物、即ち、加熱及び熱送風工程の両方中でガス－蒸気混合物の形態の
２元ガス混合物、と呼ばれる高炉ストーブ内部のガス雰囲気に依存する。この状況に関係
する温度範囲において、ガスの状態はこれまでは常にその湿った蒸気の状態から除かれて
いるので、熱力学的に常にガスとして扱われる。他のガス成分はその２相状態に近いので
、凝縮することができる。このガスは"蒸気"である。
【０００６】
　ガス－蒸気混合物の普通の例は湿った空気、即ち乾燥空気と水蒸気の混合物である。等
圧冷却はまだ不飽和の湿った空気の蒸気含量を一定のままにし、相対湿度は増加する。こ
の過程は飽和が達成されるまで続く。これに関連した温度は露点温度と呼ばれる。
【０００７】
　凝縮は、温度が露点温度より低く下がるにつれて起き、液体の水は凝縮物として分離し
、そして蒸気含有量は減少する。温度が更に下がるにつれて、この過程は、凝縮が止む点
に温度が達するまで、飽和曲線と呼ばれる曲線に従う。この過程中、空気圧が上昇すると
、飽和曲線は上方にシフトするであろう。これは、露点温度が水蒸気含有量のみでなく、
圧力にも依存することを意味する。この特定の例では、露点温度は上がるであろう。
【０００８】
　下記の例は変動を例示するであろう: 水蒸気濃度20容量％、圧力１バールでは露点温度
はほぼ60℃であり、圧力５バールでは露点温度はほぼ100℃に上昇する。高炉加熱工程中
、圧力は各相で変化し、そのことは熱送風バルブ及び熱送風管にも影響を及ぼす。従って
常にいろいろな露点温度レベルが確立される。水蒸気濃度もまた変動する。何故なら、空
気吹送は空気を正常（周囲）雰囲気から引き出しそして湿度は日毎又は各季節で変動する
からである。露点温度に影響を及ぼす追加のパラメータは、高炉ストーブ内部のガス雰囲
気の化学的組成である。ガス雰囲気が水蒸気に加えて種々の酸性蒸気、例えば硝酸HNO3、
硫酸H2SO4又は塩酸HCl、を含む場合、露点温度は変動する。同じ圧力で水蒸気含有量10%
、並びに追加の硝酸含有量10３ppmで、露点温度は45℃から55℃に変化する。硝酸蒸気の
代わりに等含有量の硫酸がある場合、露点温度は45℃から185℃に上昇する。高炉ストー
ブ、熱送風管及び熱送風バルブの構造設計は、鋼ケーシングの内部表面が温かいままで、
決して露点温度より低く下がらないようであれば、腐食性液体の凝縮を防止することがで
きる。周囲空気温度は内部絶縁に重要な役割を果たす。それは、高炉ストーブが世界のど
こに位置するかによってかなり変動し得る。カナダでは温度は夏中は30℃より高く上がる
が、真冬では温度はマイナス点よりかなり低い温度から-20℃と-40℃の間に下がる。
【０００９】
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　外の温度が45℃、そして熱送風バルブに普通に使用される耐火性コンクリート製の第１
絶縁層、並びに該耐火性コンクリートと鋼シート被覆物との間に置かれた高度に断熱性の
補助絶縁材料において、熱送風温度が1150℃であると仮定すると、鋼シート被覆物の内側
上の温度はほぼ185℃に達するであろう。この温度は、前に記載したように、硫酸の露点
温度にほぼ対応する。外側温度が例えば露点温度よりも低い-20℃に下がるにつれて鋼シ
ート被覆物の温度が変化すると、望ましくない腐食性液体が鋼シート被覆物の内側上での
凝縮により形成する。
【００１０】
　温度が露点温度未満に下がる程度は、凝縮物の組成及び腐食挙動に著しく影響を及ぼす
。温度が露点温度より僅かに低く下がるだけなら、pH値はより低い。３未満のpH値につい
ては、粒間割れ目腐食は低合金鋼には起きないが、むしろトラフ（trough）腐食としても
知られる表面腐食が現れる。
【００１１】
　高炉ストーブ、熱送風管及び熱送風バルブの構造には、鋼シート被覆物の設計は重要な
役割を果たす。何故なら、外側温度は露点温度、特に内側絶縁体上の露点温度に影響を及
ぼすからである。鋼シート被覆物の内側表面の温度が露点温度よりも十分高く維持される
と、温度に関係する湿度及び引っ張り歪の問題が生じる。熱送風工程の加熱及び送風段階
中に本質的に起こる引っ張り歪により引き起こされる膨張及び収縮運動は、5000～8000／
年の範囲の負荷変動頻度を有する交代歪、及び被覆シートの最も脆い保護層と、高炉スト
ーブ、熱送風管及び熱送風バルブに引き起こされる損傷を生じる結果となる。
【００１２】
　高炉ストーブを凝縮物の形成から保護するために、多くの手段が取られている。しかし
ながら、熱送風段階中に損傷ガスが熱送風管、熱送風バルブ及び高炉パイプに吹き込まれ
、そこで次に凝縮物が形成され得る。従って凝縮問題は単に別の位置に移ったにすぎない
。
【００１３】
　露点温度閾値未満での腐食の出現に加えて、腐食を引き起こす化学反応もまた露点閾値
より高温で起きる。
【００１４】
　硝酸アンモニウムNH4NO3、即ち飽和水性腐食性液体、は鋼シート被覆物に損傷を引き起
こす。ある程度は、それは露点温度より高温で形成する。
【００１５】
　種々の高炉ストーブ段階中での窒素酸化物NOxの存在は、腐食を招く硝酸アンモニウム
の形成を引き起こす。NOx濃度は温度が上昇するに従い上昇することはよく知られている
。温度に関係しない原因もまた窒素酸化物の形成に役割を果たす。例えば、NOは加熱段階
中に使用した燃料から形成する。高炉燃料はHCN及びNH3を含み、それらは燃焼中にNOを形
成する。しかしながら、切り替え、待ち段階及び送風段階中に、NOがN2及び熱いO2から形
成される。切り替え段階中の対流物質輸送はNO濃度にかなりの影響を及ぼす。特に注目す
べきは、充填段階中での高NO濃度である。これに伴う対流物質輸送は、高NO濃度のガスが
内部空間から鋼被覆物に達するのを可能にする。従って、本発明の目的は、窒素酸化物に
より引き起こされる腐食を防止することである。
【００１６】
　窒素酸化物含有量を、例えば、
－バーナーを止めることによりO2濃度を下げる、
－高炉ストーブ工程の待ち段階を除く、
－切り替え段階中に制御機器（controls）をリセットするのに必要な時間を減少させる、
－充填時間を減少させる、
－自由バーナー容量を低減する、
ことにより低減する試みは、所望の結果が得られなかった。何故なら、窒素酸化物変換は
高炉ストーブが充填されている間に大部分が起こるからである。充填中に低温度が広くい
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きわたっていると、窒素酸化物が高炉ストーブ及び熱送風バルブの鋼シート被覆物に達す
るのを許す。これはNO2への変換が起きる場所である。上記の方法の結果は単に形成したN
O2の量の低減であり、その形成の防止ではない。
【００１７】
　高炉ストーブ中の凝縮物は、硝酸イオンに加えて、アンモニウムイオンも含む。しかし
ながら、高炉ストーブのガス雰囲気はアンモニアを含まないので、当業界の専門家が、凝
縮物中に存在するアンモニウムイオンは硝酸イオンからのみ生じたと推測するのはこのた
めである。この原因は鋼からの硝酸の腐食攻撃である。鉄腐食生成物の堆積物が鋼シート
被覆物上に形成する。化学酸化還元反応により、侵食性鉄は硝酸の一部をアンモニアに還
元する。硝酸アンモニウム塩が余りの硝酸から形成し、そして肥料工業では引っ張り割れ
目腐食を引き起こすことが古くから知られている。従って、高炉ストーブ、熱送風管及び
熱送風バルブ上の硝酸アンモニウムを含む腐食堆積物の形成もまた、引っ張り割れ目腐食
に関与すると推測することができる。
【００１８】
　高炉ストーブ、熱送風管及び熱送風バルブの鋼シート被覆物上での露点温度を観察する
と、腐食を引き起こす化合物が露点温度未満及び露点温度を超す温度の両方で形成すると
結論することができる。腐食防止への努力を更に複雑にするのは、ガス雰囲気に存在する
有害な化学物質の凝縮物もまた互いに反応し、それはいろいろなタイプの腐食を引き起こ
すことである。
【００１９】
　湿ったガス雰囲気が窒素酸化物NO2とイオウ酸化物SO2の両方を含む場合、硫酸H2SO4及
び硝酸HNO3の凝縮物が冷却するに従い形成するであろう。適当なH2SO4濃度を用いると、H
NO3は殆ど完全にNH3に還元されるであろう。H2SO4を中和することにより硫酸アンモニウ
ム(NH4)2SO4 、又は場合によるがNH4HSO4が形成する。しかしながら、ガス雰囲気がSO2を
含まないと、形成される凝縮物はHNO3を含むだけであろう。これらの状況下で、硝酸アン
モニウムNH4NO3が形成する。これはNH3に対しては50%の変換率に相当するが、HNO3に対し
ては100%の中和率に相当する。従って、ガス雰囲気中のSO2は、引っ張り割れ目腐食を引
き起こす硝酸アンモニウムに対して保護因子であるにちがいない。何故ならSO2は硝酸イ
オンを還元することにより硝酸アンモニウムの形成を防止するからである。しかしながら
、SO2の存在は上述した腐食を引き起こす。
【００２０】
　特に充填ステップ中でNO形成を減少させることにより引っ張り割れ目腐食を減少させる
ことを意図した工業的手段はよく知られている。高炉ストーブの操作法における上記の変
更は、NH4NO3の再出現に対して直接的効果を有する。しかしながら、該操作法によりNH4N
O3が既に鋼シート被覆物表面上に形成されていると、高炉ストーブ操作法をNO形成なしで
用いても、引っ張り割れ目腐食を確実に除くことはできない。その状況で、外側絶縁のよ
うな第２の手段だけが有効な保護を与えることができる。内側絶縁は、そのガス透過性の
ため、有効な保護を与えない。鋼シート被覆物が露点温度よりも高い温度に短時間保持さ
れても、変動する外側周囲温度は温度を露点温度より低い温度に下げることができる。既
に説明したように、ガス混合物がSO2を含む場合は、鋼シート被覆物温度をほぼ195℃に保
持しなければならない。これは高エネルギー消費を必要とするだけでなく、鋼シート被覆
物構造にかなりの熱誘導引張応力を引き起こす。120℃を超える温度では、鋼の引張強度
はかなり低減し、腐食から保護すると推定される受動態層は破壊される。偶発事故を防ぐ
ために、195℃を超える鋼シート被覆物温度を用いるのは許容できない。何故なら、かか
る温度は器具オペレータに危険をもたらすからである。コストを考慮すると、耐腐食性の
高合金化鋼を鋼構造体に使用することは防止される。
【００２１】
　鉱物繊維ボードから作られた、既に使用されている高耐熱性の内側絶縁体は露点腐食か
ら十分に保護しない。何故なら、鋼シート被覆物温度はほぼ195℃に永久的に維持しなけ
ればならないが、それは外側温度の変動により可能でないからである。
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【００２２】
　特許文献１に開示されたバリヤ装置では、耐火性層と金属構造体の間に取り付けられた
高断熱性の補助絶縁材料はガス圧密ではないので、有害ガスが鋼シート被覆物構造体に達
することができる。記載された解決法は、主として鋼シート被覆物構造体を、外側及び内
側絶縁体により断熱して十分に温かく保持して温度が腐食を引き起こす露点より低く下が
るのを防止し、そして高エネルギー消費を防止することに関する。
【００２３】
　断熱材料を通常の熱送風バルブに固定するのは、例えば、スタッド溶接器具を用いて鋼
シート被覆物に留められた金属製延長ひも（ties）を用いて達成される。該金属延長ひも
は断熱材料を保持しそしてシステム全体は、コンクリート中に耐火性被覆物を封入するこ
とによりつなぎ合わされる。この金属による解決策の欠点は、延長ひもが熱を鋼シート被
覆物に伝えるということである。従来技術は、頭部なしのネジであって、その上にセラミ
ックキャップが取り付けて、ある種の断熱効果を達成する該ネジを含む固着装置を開示す
る。しかしながら、耐火性コンクリート層はこのセラミックキャップに接着しないであろ
う。
【００２４】
　従来技術は、冷却剤の流入及び流出のための水管を開示し、該水管は、バルブが閉じた
時に温かいガス－蒸気混合物と接触するにもかかわらず、絶縁されていない。熱送風バル
ブが開いている時は、熱送風バルブデスクの不浸透性表面及び取り扱い表面、並びにガス
－蒸気混合物と接触するハウジングを裏張りする不浸透性表面は従来技術ではいずれも絶
縁されていない。閉鎖位置では、熱送風バルブデスクの取り扱い表面、並びにハウジング
封鎖シート及び、バリヤ側とは反対側に位置する熱送風バルブデスクの封鎖シートは熱ガ
スと接触するようになる。今日、非絶縁ハウジング封鎖シート及び熱送風バルブデスク、
並びに熱送風バルブデスクの外側周辺及び水管についての腐食問題は、それ相応に良い耐
腐食性を有する高合金鋼のような材料を用いることにより解消されている。エネルギー消
費削減手段はまだ存在しない。
【特許文献１】DE 41 38 283 C1
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　本発明の目的は、本願の特定の技術設備を、鋼シート被覆物上の酸および引っ張り割れ
目腐食ができるだけ防止されるように更に改良することである。本発明の別の目的は、少
なくとも１つの耐火性層と、鋼シート被覆物への熱伝導をかなりの程度防止する断熱材料
から作られた１つの層とを含む多層化絶縁システム用の固定システムを提供することであ
る。本発明の更なる目的は、エネルギー消費を削減する本願の特定の設備のためのステッ
プを開示することである。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の目的は、請求項１の技術設備により解決される。
【発明の効果】
【００２７】
　支持構造体の内側、言い換えると鋼シート被覆物表面の内側壁、に取り付けられたガス
-蒸気混合物バリヤは、有害なガス-蒸気混合物が鋼シート被覆物構造体と接触するのを防
止する。多層化内側絶縁システムは、断熱材料から作られた層上に少なくとも１つの耐火
性皮膜を含み、耐火性皮膜は該支持構造体の内側空間と協調する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　好ましくは、上記のように周囲の空気が加熱されるに従い化学組成が変化する結果、腐
食性凝縮物が形成する動力プラント中の熱送風バルブ、高炉ストーブ、高炉パイプ又は排
出管を含む群からの技術設備である。
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【００２９】
　本発明の一態様において、該技術設備は高温ガス媒体用のバリヤ装置、特に高炉ストー
ブから高炉に導く熱ガスパイプ用のバリヤとして使用するためのバリヤ装置であり、ここ
で該バリヤ装置は、ハウジング内に取り付けられそして冷却媒体により冷却される可動性
バリヤ部品を有する支持構造体を含み、熱ガスと接触する表面は部分的に耐火性皮膜で被
覆され、そして該支持構造体の内側にガス-蒸気混合物バリヤが取り付けられている。
【００３０】
　かかる装置内での通路からシャフトを経てフードへの熱分布の最近の分析は、温度によ
っては、該装置のいくつかの区域は、耐火性又は軽量耐火性コンクリートから成る耐火性
皮膜で被覆する必要はないことを示した。これらの区域においては、難燃性材料(fire re
sistant materials)を使用すれば十分である。その他の領域では、600℃までの温度に耐
性の材料を使用することができる。
【００３１】
　これらの区域においては、本願に記載した新技術から得られそして微細多孔性絶縁材料
である結晶を有する微細多孔性ゾノトライト構造を有する材料と、マトリックス安定剤発
熱性ケイ酸が使用される。かかる材料は、それらの均一性、強度及び良好な作業性によっ
て群を抜く。更に、これらの材料の熱伝導率は、例えば耐火性若しくは軽量耐火性コンク
リートの熱伝導率よりも著しく低い。以前は断熱材が外側絶縁体として使用されたが、新
材料は炉内部に直接使用することができる。例えば、蛭石皮膜を有する断熱ボードが使用
される。
【００３２】
　専門家はガイドラインDIN 51060、2000年6月に従う。このガイドラインはDIN-EN 993、
1997年3月を含み、それは「耐火性」とは1500～1800℃の温度に耐性を意味する。
【００３３】
　日常の言葉「耐火性」とは、高温(600から2000℃)に耐えることができる材料を意味す
る。上記装置内の区域が耐火性又は軽量耐火性コンクリートから作られた耐火性皮膜を必
要としないと本願で記載された場合は、適用可能な温度範囲は600℃未満であり、日常の
言葉と一致する。
【００３４】
　蛭石皮膜を含む断熱ボードは1000℃の温度に分類され、従って日常の言葉で定義される
「耐火性」であるが、1500℃の温度を意味すると定義する専門家により定義される「耐火
性」ではない。
【００３５】
　本発明の利点は、ガス-蒸気バリヤを使用する場合、断熱効果は増加しそしてエネルギ
ー消費は下降する。何故なら、鋼シート被覆物温度を降下させて周囲空気温度に相当する
か又はそれ以下にすることができ、該温度が内側で露点未満に降下すると、それはもはや
関連性がなくなるからである。
【００３６】
　本発明の更なる態様によると、ガス-蒸気混合物バリヤは、択一的に
(a) 該バリヤを、例えば耐火性コンクリート、軽量耐火性コンクリート若しくは耐火性石
、蛭石表面を有する断熱ボードから作られた耐火性裏張りと断熱材との間に取り付ける、
(b) それを多層構造の耐火性裏張りに一体化する、又は
(c) それを多層構造の断熱材内に一体化する、
ことにより施工することができる。
【００３７】
　変法(a)の利点は、ガス-蒸気混合物バリヤは耐火性裏張りと断熱材との間に設けられる
場合、水が断熱材に達しないように行うことができることであり、これは必ずしも断熱材
を撥水性材料で作らなければならないわけではないことを意味する。撥水材料は断熱材の
製造において、耐火性裏張りの加工に起因して使用される。水は耐火性コンクリート又は
軽量耐火性コンクリートを加工する時に使用され、この水は断熱に使用される材料に達す
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る。
【００３８】
　ガス-蒸気混合物バリヤの温度抵抗が高ければ高いほど、それは高温ガス状腐食性媒体
により近く達することができ、従って耐火性裏張りと一体化することができる(変法(b))
。ガス－蒸気混合物バリヤに使用された材料、金属又は非金属、に依存して、ガス－蒸気
混合物バリヤ自体の熱膨張挙動及び腐食挙動のような他のパラメータを考えなければなら
ない。
【００３９】
　変法(c)に従って、ガス－蒸気混合物バリヤは多層構造体である断熱材内で一体化され
る。この変法においては、温度抵抗性への要求は低い。
【００４０】
　本発明の別の態様によると、断熱材には、特許番号DE 41 38 283 C1に開示された鉱物
繊維ボード、即ち、粉末フィラメント混合物を固体パネル、ブロック又はガラス織物にプ
レスしたもの、よりもずっと低い熱伝導率を示す材料が使用される。熱伝導率は鉱物繊維
ボードよりも４～５倍低い。断熱材の厚さを低減することにより、ガス－蒸気混合物バリ
ヤを加え、それでも通常の寸法を用いてバリヤ装置のハウジングを構成することが構造的
に可能である。
【００４１】
　本発明の好ましい態様によると、真空排気圧縮粉末フィラメントを用いることにより、
100℃から500℃の温度範囲で熱伝導率をλ ＜ 0.01 W/m.Kからλ ＜ 0.016 W/m.Kに下げ
ることが可能である。このようにして、断熱層の厚さをかなり低減することができ、そし
て支持構造体は内側空間を少ししか必要としないであろう。このようにして、支持構造体
はより安価になる。断熱材料は湿度及び水から、減圧裏張りにより更に保護される。減圧
裏張りにより保護されていない撥水性粉末フィラメントは製造業者により更に処理されて
撥水特性を獲得しなければならない。これらの圧縮粉末フィラメントはより費用がかかり
、そしてより高い熱伝導率を有し、従って断熱性がより低い。減圧被覆（vacuum covered
）粉末フィラメントが使用されないと、ガス－蒸気混合物バリヤは湿度及び水に対する保
護を引き受け、これは熱伝導率を２倍にする。断熱の範囲は支持構造体の内側の温度分布
に対応するように調節される。
【００４２】
　本発明の更なる態様によると、バリヤ装置のガス－蒸気混合物バリヤは、択一的に
(d) 金属
(e) 非金属、又は
(f) 真空スリーブ
を含む。
【００４３】
　変法(d)によると、ガス－蒸気混合物バリヤは金属である。従って、高温腐食挙動もま
た考慮しなければならない。何故なら、金属態様を用いた場合、使用したガス－蒸気混合
物の露点温度よりも高い最低温度を維持しなければならない。その高炉ストーブについて
の最低温度はほぼ200℃である。この態様において、ガス－蒸気混合物バリヤは断熱材中
にまたは耐火性裏張りと断熱材との間に一体化することができる。
【００４４】
　変法(e)によると、ガス－蒸気混合物バリヤは非金属であるので、腐食により攻撃され
ることはない。しかしながら、生じたかもしれない凝縮物を除去しなければならないので
、温度を熱送風バルブ中で200℃未満に維持するのが好ましい。
【００４５】
　変法(f)によると、ガス－蒸気混合物バリヤは、粉末フィラメント材料から作られた真
空排気断熱材の真空スリーブである。変法(f)は費用を低減する。何故なら、断熱材に使
用する材料は撥水性である必要はないからである。
【００４６】
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　断熱材、ガス－蒸気混合物バリヤ及び耐火性皮膜のための成分に使用される個々の材料
は互いに相互作用するので、それらの個々の熱膨張を、該成分が損傷されずに動けるよう
に互いに調節しなければならない。
【００４７】
　少なくとも１つの耐火性皮膜と１つの断熱層を含む多層内側絶縁システムのための固定
システムが、腐食に対して抵抗性でない材料から作られた支持構造体の内側に取り付けら
れ、そして本発明によると、該固定システムは、金属固定ピンにねじ込まれ又はバヨネッ
トピンに結ばれ、そして鋼シート被覆物構造体に該固定ピン又はバヨネットピンでつなが
れたセラミック延長ひも（expansion ties）を含み、該セラミック延長ひもは鋼シート被
覆物構造体と反対側に断熱材料を有し、該延長ひもの脚部は断熱材に使用される材料から
作られ、そして脚部以外の部分は耐火性皮膜を固定するように設計されている。耐火性コ
ンクリート層は、頭部なしのネジと共に使用する従来技術に開示されたセラミックキャッ
プにつなぐことはできない。しかしながら、延長ひも上の刻み目へのカップリング結合は
可能である。セラミック製の延長ひもは良好な絶縁特性を示しそして製造し易い。
【００４８】
　本発明の目的はまた、固定に使用される側と反対側にコンクリート層を保持するのに適
した形状を有するセラミック組立てクリップを含む固定システムを開示することであり、
該クリップは例えばつめ又はそれに似たものとして形状化され、そして締結の目的で鋼シ
ート被覆物構造体上の対応する凹みに留める（クリップする）ことができる。金属ピン上
のセラミック延長ひもと比べたこの変法の利点は、完全にセラミックで作られているので
、より良い断熱能力を示すということである。
【００４９】
　本発明による固定システムは、断熱材料だけでなくガス－蒸気混合物バリヤも貫通する
。本発明の一態様によると、ガス－蒸気混合物バリヤ中のセラミック延長ひも若しくはセ
ラミック組立てクリップの開口部にシールが取り付けられているので、熱ガスは該開口部
を通り抜けることができない。
【００５０】
　熱送風バルブのような技術設備には、前部に周辺不浸透性表面を設けた水冷バルブディ
スクのような内側可動性部品もまた取り付けられている。かかる冷却された部品を一方で
は処理して上記の耐火特性を達成し、他方ではガス－蒸気混合物バリヤ及び更に断熱材を
取り付けることができる。これはバリヤ表面の場合だけでなく、実際に金属不浸透性の表
面以外の設備全体の場合についてもである。
【００５１】
　技術設備は、好ましくは液体で冷却されそして冷却液体の流入用及び流出用のパイプを
取り付けたバルブの形体のバリヤ要素を含み、ここで両パイプはパイプ－イン－パイプ（
pipe-in-pipe）構造で取り付けられ、そして断熱材が両パイプの間に取り付けられている
。断熱材のデザインは下記の操作状況に依存する：
－熱送風バルブの開口:水管がバルブハウジングの外側に取り付けられており、そして周
囲の空気温度と自由な対流ができる、
－閉鎖位置:両水管はハウジングの内側に取り付けられ、熱ガス-蒸気混合物の温度の影響
に付される。
【００５２】
　本発明の一態様によると、技術設備は内側室を有し、その中に可動性バリヤ要素が取り
付けられ、そして冷却液体の流入及び流出用の開口部を有し、そしてベロウがパイプ－イ
ン－パイプ構造体用の開口部に取り付けられている。このようにして、パイプ－イン－パ
イプ構造体用の開口部のための支持構造体は周囲から密閉される。
【００５３】
　以下に本発明を図面により更に詳しく記述する。
【実施例】
【００５４】
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　図１は、熱送風バルブであるバリヤ装置の流れ方向に垂直な方向の断面図を示す。バル
ブハウジング１にはフランジを設けたフード２が設けられ、フード２内に、バリヤ装置の
ような形状のバルブプレート３が滑り込むことができる。このバルブプレート３は中空で
、らせん形の冷却剤チャンネルが設けられ、そのチャンネルを通して冷却剤が流れる。バ
ルブプレート３は２つの結合棒４ａ，４ｂに取り付けられ、結合棒４ａ，４ｂは中空で、
同時に冷却剤に対して流入路４ｂ及び流出路４ａとして機能する。結合棒４ａ及び４ｂは
フランジを取り付けたフード２を貫通し、フード２はハウジング１の上側に取り付けられ
、そしてバリヤ装置が開口位置にある時にバルブプレート３を収納できるような形状にさ
れている。フード２の上側には結合棒４ａ及び４ｂのための開口部がある。該開口部上の
パッキン押さえ（gland）シールは熱送風バルブの内側空間を周囲から分離する。両結合
棒４ａ及び４ｂのための調節機構はここには図示されていない。フード２は外側補強リブ
５を含み、その数は応力抵抗に必要な数に減らされている。熱ガスと接触するようになる
装置の内側表面には耐火性皮膜６が設けられている。熱ガス流中に直接位置する表面、言
い換えると、バルブプレート３及びハウジング１の内側壁、には、不浸透性の特に機械的
に安定な耐火性コンクリート６から作られた十分に厚い層が設けられている。この層６は
支持構造体上に延長ひも９によって取り付けられている。図示した変形例では、高度に断
熱性の層７が耐火性コンクリート層６と支持金属構造体との間に取り付けられている。フ
ード２の内側表面及び熱ガスと直接接触しない他の表面には軽量耐火性コンクリート８が
設けられている。ガス－蒸気混合物バリヤは耐火性層６又は断熱層７のいずれかに、或い
は該二層の間に一体化される。
【００５５】
　図２は、図１のバリヤ装置の流動方向に平行な断面図を示す。ガス－蒸気混合物バリヤ
１０がハウジング１の金属構造体と耐火性層６の間に取り付けられ、そして該バリヤは耐
火性層６と比べて相対的に薄い層である。
【００５６】
　図３は、バルブハウジング１及び内側層、即ち断熱層７及び耐火性層６、を通る内側裏
張りの一部の断面図を示す。この態様で、ガス－蒸気混合物バリヤ１０はシート状鉄又は
金属ホイルから作られ、そして断熱層７と耐火性層６との間に取り付けられる。
【００５７】
　図４は、多層化耐火性裏張り６構造体内の裏張り６に一体化されたガス－蒸気混合物バ
リヤ１０を含む態様の、図３と同様の断面図を示す。
【００５８】
　図５は、多層化断熱構造体７に一体化されたガス－蒸気混合物バリヤ１０を有する態様
の、図３と同様の断面図を示す。ガス－蒸気混合物バリヤ１０は繊維ガラス又は炭素繊維
で補強された合成材料から作ることができる。
【００５９】
　図６は、金属若しくは非金属材料から、又はこれらの材料の組み合わせから作られた真
空スリーブであるガス－蒸気混合物バリヤ１０を有する態様の、図３と同様の断面図を示
す。該真空スリーブは断熱材料７を取り囲む。
【００６０】
　好ましくは、断熱に使用する材料は粉末フィラメント混合物をAL203＋SI02のようなボ
ードに圧縮したものである。
【００６１】
　図７は、外側パイプ１１と内側パイプ１２との間に断熱材１３が取り付けられたパイプ
－イン－パイプ構造体の断面図を示す。バルブプレート３冷却剤の流入及び流出が内側パ
イプ１２を通して起きる。ベロウ１４がパイプ－イン－パイプ構造体の外側パイプ１１に
取り付けられて、図示されていないフード２内の開口部を封鎖する。
【００６２】
　図８は、冷却剤の流入及び流出のためのパイプとバリヤ装置３とを有する別の態様の断
面図を示す。このパイプ－イン－パイプ構造体において、断熱材１３が外側パイプ１１と
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イプ１５と内側パイプ１２との間に取り付けられ、内側パイプ１２の内部に釣り合った流
入と流出がある。ベロウ１４が外側パイプ１１上に取り付けられている。
【００６３】
　図９は、バリヤ装置３、流入用及び流出用パイプ、フード２、及びパッキン押さえ１６
の断面図を示す。ベロウ１４及びパッキン押さえ１６は一緒にフードの内側を、冷却剤の
周りからの流入及び流出のための開口部において封鎖する。
【００６４】
　要約すると、本発明は、腐食に対して抵抗性でない材料から作られ、内側壁が少なくと
も一時的に腐食性且つ研磨性ガス-蒸気混合物を含み、そしてガス－蒸気混合物バリヤに
より酸腐食から保護された技術設備用の支持構造体を開示し、ここで該ガス－蒸気混合物
バリヤは、ガス-蒸気混合物が断熱材を通過して支持構造体の内側壁まで浸透するのを機
械的に保護する。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】バリヤ装置の流動方向に垂直な断面図である。
【図２】図１のバリヤ装置の流動方向に平行な断面図である。
【図３】耐火性層と断熱層との間にガス－蒸気混合物バリヤを取り付けた内側裏張りの一
部に断面図である。
【図４】耐火性裏張りに一体化したガス－蒸気混合物バリヤを有する態様の断面図である
。
【図５】多層化断熱材に一体化したガス－蒸気混合物バリヤを有する態様の断面図である
。
【図６】真空スリーブであるガス－蒸気混合物バリヤを有する態様の断面図である。
【図７】外側パイプと内側パイプとの間に断熱材を取り付けたパイプ－イン－パイプ構造
体を有する態様の断面図である。
【図８】外側パイプと中間パイプとの間に断熱材が取り付けられ、そして中間パイプと内
側パイプとの間に流入及び流出用パイプが取り付けられたパイプ－イン－パイプ構造体を
有する態様の断面図である。
【図９】バリヤ装置、流入用及び流出用パイプ、フード、並びにパッキン押さえの断面図
である。
【符号の説明】
【００６６】
１：バルブハウジング
２：フード
３：バルブプレート
４ａ，４ｂ：結合棒
５：外側補強リブ
６：耐火性皮膜
７：断熱性層
８：軽量耐火性コンクリート
９：延長ひも
１０：ガス－蒸気混合物バリヤ
１１：外側パイプ
１２：内側パイプ
１３：断熱材
１４：ベロウ
１５：中間パイプ
１６：パッキン押さえ
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【手続補正書】
【提出日】平成18年7月7日(2006.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高温ガス状媒体用のバリヤ装置、特に高炉ストーブから高炉に導く熱ガスパイプ用のバ
リヤとして使用するためのバリヤ装置であって、可動性バリヤ装置(3)が内部に取り付け
られそして冷却媒体により冷却されるハウジング(1)を含む支持構造体を有する該バリヤ
装置において、熱ガスと接触するようになる全表面は部分的に耐火性皮膜(6)で被覆され
ており、そしてガス－蒸気混合物バリヤ(10)が該支持構造体の内側に取り付けられている
ことを特徴とするバリヤ装置。
【請求項２】
　上記ガス－蒸気混合物バリヤ(10)が、択一的に
(a)例えば耐火性コンクリート、軽量耐火性コンクリート、耐火性石又は蛭石表面を有す
る炉に適した断熱ボードから作られた耐火性裏張り若しくは耐火性皮膜(6)と、断熱材(7)
との間に取り付けられている、
(b)多層化構造の耐火性裏張り(6)に一体化されている、
ことができることを特徴とする、請求項１記載のバリヤ装置。
【請求項３】
　高断熱材(7)の断熱材料が低熱伝導性であり、そして粉末フィラメント混合物を、100℃
から500℃の温度範囲で好ましくはλ < 0.01 W/m.Kからλ < 0.016 W/m.Kの熱伝導率を有
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する固体パネル、ブロック又はガラス布にプレスしたものであることを特徴とする、請求
項１又は２記載のバリヤ装置。
【請求項４】
　上記フィラメントが真空排気されていることを特徴とする、請求項３記載のバリヤ装置
。
【請求項５】
　ガス－蒸気混合物バリヤ(10)が、択一的に、
(d)高温腐食抵抗性の金属、
(e)最低温度200℃で抵抗性である非金属、又は
(f)真空スリーブ
から作られていることを特徴とする、請求項１ないし４のいずれか１記載のバリヤ装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　従来技術は、冷却剤の流入及び流出のための水管を開示し、該水管は、バルブが閉じた
時に温かいガス－蒸気混合物と接触するにもかかわらず、絶縁されていない。熱送風バル
ブが開いている時は、熱送風バルブデスクの不浸透性表面及び取り扱い表面、並びにガス
－蒸気混合物と接触するハウジングを裏張りする不浸透性表面は従来技術ではいずれも絶
縁されていない。閉鎖位置では、熱送風バルブデスクの取り扱い表面、並びにハウジング
封鎖シート及び、バリヤ側とは反対側に位置する熱送風バルブデスクの封鎖シートは熱ガ
スと接触するようになる。今日、非絶縁ハウジング封鎖シート及び熱送風バルブデスク、
並びに熱送風バルブデスクの外側周辺及び水管についての腐食問題は、それ相応に良い耐
腐食性を有する高合金鋼のような材料を用いることにより解消されている。エネルギー消
費削減手段はまだ存在しない。
　特許文献２は、請求項１の序文（プレアンブル）に記載された特徴を有する高温ガス媒
体用のバリヤ装置を開示する。特に内側構造は耐火性裏張りからなり、その後ろに絶縁体
が取り付けられていることが開示されている。
【特許文献１】DE 41 38 283 C1
【特許文献２】DE 1 955 063
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　本発明の目的は、請求項１のバリヤ装置により解決される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　本発明は、上記のように周囲の空気が加熱されるに従い化学組成が変化する結果、腐食
性凝縮物が形成する動力プラント中の熱送風バルブ、高炉ストーブ、高炉パイプ又は排出
管を含む群からの技術設備に使用するのに適する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　本発明は特に、高温ガス媒体用のバリヤ装置、特に高炉ストーブから高炉に導く熱ガス
パイプ用のバリヤとして使用するためのバリヤ装置を開示し、ここで該バリヤ装置は、冷
却媒体により冷却されるハウジング内に取り付けられた可動性バリヤ部品を有する支持構
造体を含み、熱ガスと接触する表面は部分的に耐火性皮膜で被覆され、そして該支持構造
体の内側にガス-蒸気混合物バリヤが取り付けられている。
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